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主要幹線道路の整備について（２）  

検討経過 

１ 平成２２年４月１４日（水） 

「第３２回策定委員会」において、主要幹線道路整備について（資料６７）報告 

１）クリーンセンター建設に伴う交通量の増加について 

・現環境清美センターへの侵入車両台数の調査結果（平成 2１年 11 月実施）を用い

て、東部地区にクリーンセンターを建設することにより、主要幹線道路における

通過交通量がどの程度増加するかについて検討し、一日当たり約１３５０台が増

加するとの報告をした。 

２）将来の通過交通量の予測について 

・現在の交通量（平成１７年度道路交通センサス）、及び将来交通量予測（平成４２

年度における交通量予測[奈良県が実施]）の調査結果を用いて、クリーンセンター

建設に伴う交通量の増加台数をプラスした将来の通過交通量予測調査の報告を行

った。 

・将来の通過交通量の予測値を用いて、現況の２車線道路、並びに４車線道路に拡

幅した場合の混雑度等を計算し、４車線での拡幅整備の可能性について検討結果

を報告した。 

 

（結 果） 

・第１のハードル（１日当たりの交通容量より） 

  現況の２車線道路では、調査した３箇所すべての幹線道路で混雑度が１．０以上

となり、拡幅の可能性はあるが、４車線道路に拡幅整備した場合では、１箇所で

混雑度が１．０を超えるのみの結果となった。 

・第２のハードル（時間当たりの交通容量より） 

      調査した３箇所すべての幹線道路でクリーンセンター建設に伴う増加交通量を加

えた将来の通過交通量が、時間当たりの交通容量を下回る結果となった。 

 

（まとめ） 

・検討の結果、現時点では、第２ハードル（時間当たりの交通容量）を越えないこ

とから、４車線道路での拡幅整備が必要という結果は得られなかった。 

・しかし、現在でも特に般若寺交差点から県庁東交差点までの間においては、朝の

通勤時間帯（７～８時）などに渋滞が発生しており、クリーンセンターを建設す

ると交通量が増加し、渋滞が増すことが明白であることから、何らかの渋滞緩和

対策が必要であると考えられる。 

・この問題に対しては、市としても「クリーンセンター建設計画に伴う庁内調整会

議」に道路専門部会を設置し検討を進めて行くこととなった。 
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２ 平成２２年４月２０日（火） 

第１部 「第４回クリーンセンター建設計画に伴う庁内調整会議」を開催 

・現在までの移転候補地選定の経過について報告。 

・東部地区自治連合協議会から幹線道路の拡幅整備について「申入書」を受け、市と

しても庁内の道路関係部局での検討が必要であることから、道路専門部会の設置に

ついて依頼。 

第２部 「第１回道路専門部会」を開催 

・道路専門部会で検討を行う内容について説明。 

・策定委員会資料（資料６５，６７）について説明し、課題、問題点等について意見

交換。 

 

３ 平成２２年４月２８日（水） 

・奈良県道路建設課へ国道３６９号線等の拡幅整備について事前相談。            

 

４ 平成２２年４月３０日（金）           

「第２回道路専門部会」を開催 

・奈良県道路建設課での相談内容について報告。 

・４車線化に向けての各担当課からの意見、課題の抽出、並びに今後の資料の取りま

とめ方について協議・検討。 

 

５ 平成２２年５月２６日（水） 

「第３回道路専門部会」を開催             

   ・各担当課からの意見、課題の抽出、並びに中間の取りまとめについて協議。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 




